
告 示

�愛媛県告示第１５４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに四国中央市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成３１年３月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ドラッグストアモリ入野店

四国中央市土居町入野８４５番地２ 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社ドラッグストアモリ

福岡県朝倉市一ツ木１１４８番地の１

代表取締役 森 信

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社ドラッグストアモリ

福岡県朝倉市一ツ木１１４８番地の１

代表取締役 森 信

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成３１年１０月２２日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，３３０平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

５１台

イ 駐輪場の収容台数

４１台

ウ 荷さばき施設の面積

６５平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

７．０立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

２４時間

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

２４時間

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成３１年２月２１日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに四国中央市役所において告示の日か

ら１月間縦覧に供する。

発 行 愛 媛 県
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� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１５５号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成３１年３月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

宇和島市三間町是能１８７１から１８７３まで

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び宇和

島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１５６号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成３１年３月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

西条市小松町大郷字シノベ乙７７の１から乙７７の１３まで、乙７７の

２１から乙７７の２３まで、字鍬谷乙８３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び西条

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１５７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成３１年３月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

西条市小松町大郷字城ヶ平乙６１の３、字古田乙６３の３、乙６３の

６、字臼坪６５の１、乙６５の７、乙６５の８、乙６５の１２、字前北谷乙

６６の１４、字クワンス谷乙６７の１、乙６７の２、乙６７の４、乙６７の７

から乙６７の９まで、乙６７の１２、字西谷乙６８の１、乙６８の２、字源

左衛門畑乙６９の１、乙６９の２、字柳谷乙７１の２５から乙７１の２８まで、

小松町石鎚字途中の川３３１５、３３１６、３３１８、３３２０、３３２３、３３２４、３３

２７の３

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び西条

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１５８号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

平成３１年３月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

高野北
谷川
２０８－
１００８

四国中
央市川
之江町
（次の
図のと
おり）

土石流

扇谷川
２０８－
１０１５

四国中
央市川
之 江
町・金
生町山
田井
（次の
図のと
おり）

土石流

本谷川
２０８－
１０２０

四国中
央市金
生町山
田井
（次の
図のと
おり）

土石流

寒之池
川
２０８－
１０３０－
１

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流
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葱尾谷
川
２０８－
１０３１

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流

利家川
２０８－
１０３４－
１

四国中
央市川
滝町領
家・川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流

利家川
２０８－
１０３４－
２

四国中
央市川
滝町領
家・川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流

坪谷川
２０８－
１０４０－
２

四国中
央市金
田町半
田
（次の
図のと
おり）

土石流

三角寺
川
２０８－
１０４６－
１

四国中
央市金
田町金
川
（次の
図のと
おり）

土石流

馬瀬谷
川
２０９－
１０５１－
１

四国中
央市上
柏町
（次の
図のと
おり）

土石流

馬瀬谷
川
２０９－
１０５１－
２

四国中
央市上
柏町
（次の
図のと
おり）

土石流

堀子川
２０９－
１０６４

四国中
央市寒
川町
（次の
図のと
おり）

土石流

豊岡川
２０９－
１０６８

四国中
央市豊
岡町五
良野・
豊岡町
豊田・
豊岡町
長田・
豊岡町
大町
（次の
図のと
おり）

土石流

夏切谷
川
２０９－
１０７６

四国中
央市富
郷町寒
川山
（次の
図のと
おり）

土石流

西之谷
川
２０９－
２０１８

四国中
央市富
郷町寒
川山・
金砂町
平野山
（次の
図のと
おり）

土石流

地蔵谷
川
３０２－
１１１３

四国中
央市土
居町上
野
（次の
図のと
おり）

土石流

西大谷
川
３０２－
Ｊ００５
－３

四国中
央市土
居町天
満
（次の
図のと
おり）

土石流

田尾
２０８－
Ｊ－２

四国中
央市川
滝町領
家
（次の
図のと
おり）

地すべり

領家
２０８－
Ｊ－４

四国中
央市川
滝町領
家・川
滝町下
山・金
田町半
田
（次の
図のと
おり）

地すべり

横川
２０８－
Ｊ－５

四国中
央市金
田町半
田
（次の
図のと
おり）

地すべり

平山
２０８－
Ｊ－６

四国中
央市金
田町半
田
（次の
図のと
おり）

地すべり

東金川
２０８－
Ｊ－７

四国中
央市金
田町金
川
（次の
図のと
おり）

地すべり

佐礼
２０８－
Ｊ－８

四国中
央市金
田町三
角寺・
金田町
金川
（次の
図のと
おり）

地すべり

三角寺
２０８－
Ｊ－９

四国中
央市金
田町三
角寺
（次の
図のと
おり）

地すべり

�保の
内
２０８－
Ｊ－４６
１

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

地すべり

中通
２０８－
Ｊ－４６
２

四国中
央市川
滝町領
家・川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

地すべり
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中 通
（上）
２０８－
Ｊ－４６
３

四国中
央市川
滝町領
家
（次の
図のと
おり）

地すべり

合路
２０８－
Ｊ－４６
４

四国中
央市川
滝町領
家
（次の
図のと
おり）

地すべり

鳶畑
２０９－
Ｊ－３１

四国中
央市上
柏町
（次の
図のと
おり）

地すべり

大藪
２０９－
Ｊ－３４

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

地すべり

円山
２０９－
Ｊ－３５

四国中
央市中
曽根町
（次の
図のと
おり）

地すべり

岩鍋
２０９－
Ｊ－３６

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

地すべり

上小川
２０９－
Ｊ－３７

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

地すべり

平野山
２０９－
Ｊ－３８

四国中
央市金
砂町平
野山
（次の
図のと
おり）

地すべり

板谷
２０９－
Ｊ－４１

四国中
央市富
郷町寒
川山
（次の
図のと
おり）

地すべり

上猿田
２０９－
Ｊ－４３

四国中
央市富
郷町寒
川山
（次の
図のと
おり）

地すべり

岩原瀬
２０９－
Ｊ－４４

四国中
央市富
郷町豊
坂
（次の
図のと
おり）

地すべり

中尾
２０９－
Ｊ－４５

四国中
央市富
郷町津
根山
（次の
図のと
おり）

地すべり

葛川
２０９－
Ｊ－４６

四国中
央市富
郷町津
根山
（次の
図のと
おり）

地すべり

城師
２０９－
Ｊ－４７

四国中
央市富
郷町津
根山
（次の
図のと
おり）

地すべり

戸女
２０９－
Ｊ－４８

四国中
央市富
郷町津
根山
（次の
図のと
おり）

地すべり

折宇
２０９－
Ｊ－４９

四国中
央市富
郷町津
根山
（次の
図のと
おり）

地すべり

城
２０９－
Ｊ－４６
６

四国中
央市上
柏町
（次の
図のと
おり）

地すべり

的之尾
２０９－
Ｊ－４６
９

四国中
央市中
曽 根
町・中
之庄町
（次の
図のと
おり）

地すべり

長野
２０９－
Ｊ－４７
０

四国中
央市金
砂町平
野山
（次の
図のと
おり）

地すべり

大西
２０９－
Ｊ－４７
１

四国中
央市寒
川町・
豊岡町
大町・
富郷町
豊坂
（次の
図のと
おり）

地すべり

恵之�
保
２０９－
Ｊ－４７
２

四国中
央市富
郷町豊
坂・豊
岡町大
町
（次の
図のと
おり）

地すべり

五良野
２０９－
Ｊ－４７
３

四国中
央市豊
岡町五
良野・
豊岡町
岡銅・
豊岡町
大町
（次の
図のと
おり）

地すべり

亀尻
３０１－
Ｊ－１０

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

地すべり

木颪
３０１－
Ｊ－１１

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

地すべり
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（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

四国中央土木事務所及び四国中央市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１５９号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

平成３１年３月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

寺内
３０１－
Ｊ－１２

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

地すべり

東北浦
３０１－
Ｊ－１３

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

地すべり

中野
３０１－
Ｊ－１４

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

地すべり

泉田
３０１－
Ｊ－１５

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

地すべり

嵯峨野
３０１－
Ｊ－１６

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

地すべり

上山
３０１－
Ｊ－１７

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

地すべり

城瀬谷
３０１－
Ｊ－１８

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

地すべり

中村
３０１－
Ｊ－１９

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

地すべり

中上
３０１－
Ｊ－２０

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

地すべり

倉六
３０１－
Ｊ－２１

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

地すべり

内野
３０１－
Ｊ－２２

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

地すべり

大窪
３０１－
Ｊ－２３

四国中
央市新
宮町上
山・新
宮町新
宮
（次の
図のと
おり）

地すべり

田之内
３０１－
Ｊ－２４

四国中
央市新
宮町上
山・新
宮町新
宮
（次の
図のと
おり）

地すべり

黒田
３０１－
Ｊ－２５

四国中
央市新
宮町新
宮・新
宮町新
瀬川・
新宮町
上山
（次の
図のと
おり）

地すべり

程野
３０１－
Ｊ－２６

四国中
央市新
宮町新
瀬川
（次の
図のと
おり）

地すべり

大影
３０１－
Ｊ－２７

四国中
央市新
宮町馬
立・新
宮町新
宮
（次の
図のと
おり）

地すべり

大尾
３０１－
Ｊ－２８

四国中
央市新
宮町馬
立
（次の
図のと
おり）

地すべり

西谷
３０１－
Ｊ－４６
５

四国中
央市新
宮町馬
立
（次の
図のと
おり）

地すべり

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

西ノ浜
２０８－
�－２
�

四国中
央市川
之江町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

西ノ浜
２０８－
�－２
�

四国中
央市川
之江町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中須古
町
２０８－
�－３
�

四国中
央市川
之江町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中須古
町
２０８－
�－３
�

四国中
央市川
之江町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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椿 堂
（南）
２０８－
�－９
�

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

椿 堂
（南）
２０８－
�－９
�

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中下Ｂ
２０８－
�－１０
�

四国中
央市下
川町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中下Ｂ
２０８－
�－１０
�

四国中
央市下
川町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

椿 堂
（東）
２０８－
�－１１
�

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

椿 堂
（東）
２０８－
�－１１
�

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

坪 谷
（西）
２０８－
�－１２
�

四国中
央市金
田町半
田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

坪 谷
（西）
２０８－
�－１２
�

四国中
央市金
田町半
田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

イケヤ
谷 池
（東）
２０８－
�－１
�

四国中
央市川
之江町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

イケヤ
谷 池
（東）
２０８－
�－１
�

四国中
央市川
之江町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

イケヤ
谷 池
（西）
２０８－
�－１
�

四国中
央市川
之江町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

イケヤ
谷 池
（西）
２０８－
�－１
�

四国中
央市川
之江町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

岩鍋
２０９－
�－１９
�

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

岩鍋
２０９－
�－１９
�

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

豊坂Ａ
２０９－
�－２９
�

四国中
央市富
郷町豊
坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

豊坂Ａ
２０９－
�－２９
�

四国中
央市富
郷町豊
坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

鳶畑
２０９－
�－２
�

四国中
央市上
柏町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鳶畑
２０９－
�－２
�

四国中
央市上
柏町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

石床
２０９－
�－２
�

四国中
央市中
曽根町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

石床
２０９－
�－２
�

四国中
央市中
曽根町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

野々首
２０９－
�－３
�

四国中
央市中
曽根町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

野々首
２０９－
�－３
�

四国中
央市中
曽根町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小川山
１�
２０９－
�－４
�

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小川山
１�
２０９－
�－４
�

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小川山
１�
２０９－
�－４
�

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小川山
１�
２０９－
�－４
�

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

国秀
２０８－
�－６
�

四国中
央市金
田町金
川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

国秀
２０８－
�－６
�

四国中
央市金
田町金
川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大�保
２０８－
�－８
�

四国中
央市金
田町金
川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大�保
２０８－
�－８
�

四国中
央市金
田町金
川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

棒賀
２０８－
�－１３
�

四国中
央市下
川町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

棒賀
２０８－
�－１３
�

四国中
央市下
川町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

平木
２０８－
�－１４
�

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

平木
２０８－
�－１４
�

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

川原田
２０８－
�－２０
２�

四国中
央市金
生町下
分
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

川原田
２０８－
�－２０
２�

四国中
央市金
生町下
分
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

池の奥
２０８－
�－１
�

四国中
央市金
田町半
田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

池の奥
２０８－
�－１
�

四国中
央市金
田町半
田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沼ヶ谷
Ｂ
２０８－
�－１
�

四国中
央市金
生町山
田井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沼ヶ谷
Ｂ
２０８－
�－１
�

四国中
央市金
生町山
田井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

石川
２０８－
�－２
�

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

石川
２０８－
�－２
�

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

�保の
内
２０８－
�－３
�

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

�保の
内
２０８－
�－３
�

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

余木
２０８－
�－５
�

四国中
央市川
之江町
余木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

余木
２０８－
�－５
�

四国中
央市川
之江町
余木
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

城ノ谷
Ａ
２０８－
�－６
�

四国中
央市上
分町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

城ノ谷
Ａ
２０８－
�－６
�

四国中
央市上
分町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

城ノ谷
Ｂ
２０８－
�－７
�

四国中
央市上
分町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

城ノ谷
Ｂ
２０８－
�－７
�

四国中
央市上
分町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

城ノ谷
Ｃ
２０８－
�－８
�

四国中
央市上
分町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

城ノ谷
Ｃ
２０８－
�－８
�

四国中
央市上
分町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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小川山
２
２０９－
�－５
�

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小川山
２
２０９－
�－５
�

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小川山
３
２０９－
�－６
�

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小川山
３
２０９－
�－６
�

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

平野山
１
２０９－
�－６
�

四国中
央市金
砂町平
野山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

平野山
１
２０９－
�－６
�

四国中
央市金
砂町平
野山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

津根山
２０９－
�－７
�

四国中
央市富
郷町津
根山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

津根山
２０９－
�－７
�

四国中
央市富
郷町津
根山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

平野山
２
２０９－
�－７
�

四国中
央市金
砂町平
野山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

平野山
２
２０９－
�－７
�

四国中
央市金
砂町平
野山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

城
（北）
２０９－
�－８
�

四国中
央市上
柏町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

城
（北）
２０９－
�－８
�

四国中
央市上
柏町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

岩原瀬
�
２０９－
�－８
�

四国中
央市富
郷町豊
坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

岩原瀬
�
２０９－
�－８
�

四国中
央市富
郷町豊
坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

豊坂
２０９－
�－９
�

四国中
央市富
郷町豊
坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

豊坂
２０９－
�－９
�

四国中
央市富
郷町豊
坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中之川
３
２０９－
�－１１
�

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中之川
３
２０９－
�－１１
�

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中之川
４
２０９－
�－１２
�

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中之川
４
２０９－
�－１２
�

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中之川
５
２０９－
�－１３
�

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中之川
５
２０９－
�－１３
�

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

甲斐野
２０９－
�－１４
�

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

甲斐野
２０９－
�－１４
�

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上長瀬
Ａ東
２０９－
�－１５
�

四国中
央市富
郷町寒
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上長瀬
Ａ東
２０９－
�－１５
�

四国中
央市富
郷町寒
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上長瀬
Ｂ
２０９－
�－１６
�

四国中
央市富
郷町寒
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上長瀬
Ｂ
２０９－
�－１６
�

四国中
央市富
郷町寒
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

七々木
２０９－
�－１７
�

四国中
央市富
郷町豊
坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

七々木
２０９－
�－１７
�

四国中
央市富
郷町豊
坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

岩原瀬
�
２０９－
�－１８
�

四国中
央市富
郷町豊
坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

岩原瀬
�
２０９－
�－１８
�

四国中
央市富
郷町豊
坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上猿田
２０９－
�－２０
�

四国中
央市富
郷町寒
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上猿田
２０９－
�－２０
�

四国中
央市富
郷町寒
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

藤原
２０９－
�－２１
�

四国中
央市富
郷町津
根山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

藤原
２０９－
�－２１
�

四国中
央市富
郷町津
根山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中尾
２０９－
�－２２
�

四国中
央市富
郷町津
根山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中尾
２０９－
�－２２
�

四国中
央市富
郷町津
根山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下猿田
Ｂ
２０９－
�－２４
�

四国中
央市富
郷町寒
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下猿田
Ｂ
２０９－
�－２４
�

四国中
央市富
郷町寒
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

積善�
２０９－
�－１
�

四国中
央市上
柏町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

積善�
２０９－
�－１
�

四国中
央市上
柏町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

積善�
２０９－
�－１
�

四国中
央市上
柏町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

積善�
２０９－
�－１
�

四国中
央市上
柏町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中之川
２
２０９－
�－２
�

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中之川
２
２０９－
�－２
�

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

落合
２０９－
�－３
�

四国中
央市富
郷町津
根山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

落合
２０９－
�－３
�

四国中
央市富
郷町津
根山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

鉱山
３０１－
�－４８
�

四国中
央市新
宮町新
宮
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鉱山
３０１－
�－４８
�

四国中
央市新
宮町新
宮
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

堂成
３０１－
�－１
�

四国中
央市新
宮町馬
立
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

堂成
３０１－
�－１
�

四国中
央市新
宮町馬
立
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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影井Ｂ
３０１－
�－２
�

四国中
央市新
宮町新
宮
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

影井Ｂ
３０１－
�－２
�

四国中
央市新
宮町新
宮
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

泉 田
（東）
３０１－
�－２
�

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

泉 田
（東）
３０１－
�－２
�

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

要麦
３０１－
�－３
�

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

要麦
３０１－
�－３
�

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下泉田
３０１－
�－３
�

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下泉田
３０１－
�－３
�

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

長瀬
３０１－
�－４
�

四国中
央市新
宮町馬
立
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

長瀬
３０１－
�－４
�

四国中
央市新
宮町馬
立
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

西横野
３０１－
�－５
�

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

西横野
３０１－
�－５
�

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

亀尻
３０１－
�－５
�

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

亀尻
３０１－
�－５
�

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下り付
３０１－
�－６
�

四国中
央市新
宮町馬
立
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下り付
３０１－
�－６
�

四国中
央市新
宮町馬
立
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

秋田
３０１－
�－７
�

四国中
央市新
宮町新
瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

秋田
３０１－
�－７
�

四国中
央市新
宮町新
瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

杉谷
３０１－
�－８
�

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

杉谷
３０１－
�－８
�

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下市仲
３０１－
�－９
�

四国中
央市新
宮町馬
立
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下市仲
３０１－
�－９
�

四国中
央市新
宮町馬
立
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中村
３０１－
�－１０
�

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中村
３０１－
�－１０
�

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中野
３０１－
�－１１
�

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中野
３０１－
�－１１
�

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

鳩岡
３０１－
�－１２
�

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

鳩岡
３０１－
�－１２
�

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

木颪
３０１－
�－１３
�

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

木颪
３０１－
�－１３
�

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

谷内
３０１－
�－１４
�

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

谷内
３０１－
�－１４
�

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

泉田
３０１－
�－１５
�

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

泉田
３０１－
�－１５
�

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大 谷
（北）
３０１－
�－１
�

四国中
央市新
宮町馬
立
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大 谷
（北）
３０１－
�－１
�

四国中
央市新
宮町馬
立
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大 谷
（西）
３０１－
�－２
�

四国中
央市新
宮町馬
立
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大 谷
（西）
３０１－
�－２
�

四国中
央市新
宮町馬
立
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

河内
３０２－
�－５４
�

四国中
央市土
居町浦
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

河内
３０２－
�－５４
�

四国中
央市土
居町浦
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大谷Ａ
３０２－
�－５６
�

四国中
央市土
居町北
野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大谷Ａ
３０２－
�－５６
�

四国中
央市土
居町北
野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大屋敷
３０２－
�－３
�

四国中
央市土
居町浦
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大屋敷
３０２－
�－３
�

四国中
央市土
居町浦
山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

余木崎
川
２０８－
１００１

四国中
央市川
之江町
余木
（次の
図のと
おり）

土石流 余木崎
川
２０８－
１００１

四国中
央市川
之江町
余木
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

古屋ヶ
谷川
２０８－
１０２４

四国中
央市下
川町
（次の
図のと
おり）

土石流 古屋ヶ
谷川
２０８－
１０２４

四国中
央市下
川町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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弟地川
２０８－
１０２８－
１

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流 弟地川
２０８－
１０２８－
１

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

弟地川
２０８－
１０２８－
２

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流 弟地川
２０８－
１０２８－
２

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

弟地川
２０８－
１０２８－
３

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流 弟地川
２０８－
１０２８－
３

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

�保ノ
内川
２０８－
１０２９

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流 �保ノ
内川
２０８－
１０２９

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

寒之池
川
２０８－
１０３０－
２

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流 寒之池
川
２０８－
１０３０－
２

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

寒之池
川
２０８－
１０３０－
３

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流 寒之池
川
２０８－
１０３０－
３

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

庄田川
２０８－
１０３６

四国中
央市川
滝町領
家・川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流 庄田川
２０８－
１０３６

四国中
央市川
滝町領
家・川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

古下田
川
２０８－
１０３８

四国中
央市川
滝町領
家・川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流 古下田
川
２０８－
１０３８

四国中
央市川
滝町領
家・川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

坪谷川
２０８－
１０４０－
１

四国中
央市金
田町半
田
（次の
図のと
おり）

土石流 坪谷川
２０８－
１０４０－
１

四国中
央市金
田町半
田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

梅ノ木
谷川
２０８－
１０４２

四国中
央市金
田町金
川
（次の
図のと
おり）

土石流 梅ノ木
谷川
２０８－
１０４２

四国中
央市金
田町金
川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

長の谷
川
２０８－
１０４３

四国中
央市金
田町金
川
（次の
図のと
おり）

土石流 長の谷
川
２０８－
１０４３

四国中
央市金
田町金
川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

白石川
２０８－
１０４４－
１

四国中
央市金
田町金
川
（次の
図のと
おり）

土石流 白石川
２０８－
１０４４－
１

四国中
央市金
田町金
川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

白石川
２０８－
１０４４－
２

四国中
央市金
田町金
川
（次の
図のと
おり）

土石流 白石川
２０８－
１０４４－
２

四国中
央市金
田町金
川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

白石川
２０８－
１０４４－
３

四国中
央市金
田町三
角寺・
金田町
金川
（次の
図のと
おり）

土石流 白石川
２０８－
１０４４－
３

四国中
央市金
田町三
角寺・
金田町
金川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

三角寺
川
２０８－
１０４６－
２

四国中
央市金
田町金
川
（次の
図のと
おり）

土石流 三角寺
川
２０８－
１０４６－
２

四国中
央市金
田町金
川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

三角寺
川
２０８－
１０４６－
３

四国中
央市金
田町三
角寺・
金田町
金川
（次の
図のと
おり）

土石流 三角寺
川
２０８－
１０４６－
３

四国中
央市金
田町三
角寺・
金田町
金川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

脇之山
奥谷川
２０８－
２００１

四国中
央市金
生町山
田井
（次の
図のと
おり）

土石流 脇之山
奥谷川
２０８－
２００１

四国中
央市金
生町山
田井
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

長持上
谷川
２０８－
２００２

四国中
央市柴
生町
（次の
図のと
おり）

土石流 長持上
谷川
２０８－
２００２

四国中
央市柴
生町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

長持谷
北川
２０８－
２００３

四国中
央市柴
生町
（次の
図のと
おり）

土石流 長持谷
北川
２０８－
２００３

四国中
央市柴
生町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

牛飼野
谷川
２０８－
２００４

四国中
央市下
川町
（次の
図のと
おり）

土石流 牛飼野
谷川
２０８－
２００４

四国中
央市下
川町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

竹花下
谷川
２０８－
２００５

四国中
央市下
川町
（次の
図のと
おり）

土石流 竹花下
谷川
２０８－
２００５

四国中
央市下
川町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中下川
２０８－
２００６

四国中
央市下
川町
（次の
図のと
おり）

土石流 中下川
２０８－
２００６

四国中
央市下
川町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下谷川
２０８－
２００７－
１

四国中
央市金
生町山
田井
（次の
図のと
おり）

土石流 下谷川
２０８－
２００７－
１

四国中
央市金
生町山
田井
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下谷川
２０８－
２００７－
２

四国中
央市金
生町山
田井
（次の
図のと
おり）

土石流 下谷川
２０８－
２００７－
２

四国中
央市金
生町山
田井
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下谷川
２０８－
２００７－
３

四国中
央市金
生町山
田井
（次の
図のと
おり）

土石流 下谷川
２０８－
２００７－
３

四国中
央市金
生町山
田井
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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竹花西
川
２０８－
２００８

四国中
央市下
川町
（次の
図のと
おり）

土石流 竹花西
川
２０８－
２００８

四国中
央市下
川町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中組谷
川
２０８－
２００９

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流 中組谷
川
２０８－
２００９

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

田尾谷
西川
２０８－
２０１０

四国中
央市川
滝町領
家・川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流 田尾谷
西川
２０８－
２０１０

四国中
央市川
滝町領
家・川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

椿堂川
２０８－
２０１１

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流 椿堂川
２０８－
２０１１

四国中
央市川
滝町下
山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

宮川
２０９－
１０５４－
１

四国中
央市中
曽根町
（次の
図のと
おり）

土石流 宮川
２０９－
１０５４－
１

四国中
央市中
曽根町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

宮川
２０９－
１０５４－
２

四国中
央市中
曽根町
（次の
図のと
おり）

土石流 宮川
２０９－
１０５４－
２

四国中
央市中
曽根町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

石床川
２０９－
１０５７

四国中
央市中
之 庄
町・中
曽根町
（次の
図のと
おり）

土石流 石床川
２０９－
１０５７

四国中
央市中
之 庄
町・中
曽根町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大地川
２０９－
１０７１

四国中
央市豊
岡町長
田・土
居町野
田
（次の
図のと
おり）

土石流 大地川
２０９－
１０７１

四国中
央市豊
岡町長
田・土
居町野
田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

明神川
２０９－
２０１２

四国中
央市豊
岡町五
良野
（次の
図のと
おり）

土石流 明神川
２０９－
２０１２

四国中
央市豊
岡町五
良野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

戸屋奥
川
２０９－
２０１３

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

土石流 戸屋奥
川
２０９－
２０１３

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

甲斐野
谷川
２０９－
２０１４

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

土石流 甲斐野
谷川
２０９－
２０１４

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

小川山
川
２０９－
２０１５

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

土石流 小川山
川
２０９－
２０１５

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

足尾谷
川
２０９－
２０１６

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

土石流 足尾谷
川
２０９－
２０１６

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

水丁谷
西川
２０９－
２０１７

四国中
央市金
砂町平
野山
（次の
図のと
おり）

土石流 水丁谷
西川
２０９－
２０１７

四国中
央市金
砂町平
野山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

杉成奥
谷川
２０９－
２０１９

四国中
央市富
郷町寒
川山
（次の
図のと
おり）

土石流 杉成奥
谷川
２０９－
２０１９

四国中
央市富
郷町寒
川山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

折坂谷
川
２０９－
２０２０

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

土石流 折坂谷
川
２０９－
２０２０

四国中
央市金
砂町小
川山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

鳩岡谷
川
３０１－
１０８３

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

土石流 鳩岡谷
川
３０１－
１０８３

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

嵯峨野
谷川
３０１－
１０８６－
１

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

土石流 嵯峨野
谷川
３０１－
１０８６－
１

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

嵯峨野
谷川
３０１－
１０８６－
２

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

土石流 嵯峨野
谷川
３０１－
１０８６－
２

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

栄谷川
３０１－
１０８８

四国中
央市新
宮町新
瀬川・
新宮町
馬立
（次の
図のと
おり）

土石流 栄谷川
３０１－
１０８８

四国中
央市新
宮町新
瀬川・
新宮町
馬立
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

新瀬川
３０１－
１０９２

四国中
央市新
宮町新
瀬川
（次の
図のと
おり）

土石流 新瀬川
３０１－
１０９２

四国中
央市新
宮町新
瀬川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

芋野谷
川
３０１－
１０９６

四国中
央市新
宮町馬
立
（次の
図のと
おり）

土石流 芋野谷
川
３０１－
１０９６

四国中
央市新
宮町馬
立
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

五味ノ
谷川
３０１－
１０９７

四国中
央市新
宮町馬
立
（次の
図のと
おり）

土石流 五味ノ
谷川
３０１－
１０９７

四国中
央市新
宮町馬
立
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

神子屋
敷西谷
川
３０１－
１１００

四国中
央市新
宮町新
宮
（次の
図のと
おり）

土石流 神子屋
敷西谷
川
３０１－
１１００

四国中
央市新
宮町新
宮
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

四国中央土木事務所及び四国中央市に備えて一般の縦覧に供する。）

城後谷
川
３０１－
１１０１

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

土石流 城後谷
川
３０１－
１１０１

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

倉之谷
川
３０１－
２０２１

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

土石流 倉之谷
川
３０１－
２０２１

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

半庄谷
川
３０１－
２０２２

四国中
央市新
宮町馬
立
（次の
図のと
おり）

土石流 半庄谷
川
３０１－
２０２２

四国中
央市新
宮町馬
立
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

五味ノ
東谷川
３０１－
２０２３

四国中
央市新
宮町馬
立
（次の
図のと
おり）

土石流 五味ノ
東谷川
３０１－
２０２３

四国中
央市新
宮町馬
立
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

神子屋
敷谷川
３０１－
２０２４

四国中
央市新
宮町新
宮
（次の
図のと
おり）

土石流 神子屋
敷谷川
３０１－
２０２４

四国中
央市新
宮町新
宮
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

吉ノ瀬
谷川
３０１－
２０２５

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

土石流 吉ノ瀬
谷川
３０１－
２０２５

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

椎森谷
川
３０１－
２０２６

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

土石流 椎森谷
川
３０１－
２０２６

四国中
央市新
宮町上
山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

スゲヤ
谷川
３０２－
２０２７

四国中
央市土
居町北
野
（次の
図のと
おり）

土石流 スゲヤ
谷川
３０２－
２０２７

四国中
央市土
居町北
野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大境谷
川
３０２－
２０２９－
１

四国中
央市土
居町北
野
（次の
図のと
おり）

土石流 大境谷
川
３０２－
２０２９－
１

四国中
央市土
居町北
野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大境谷
川
３０２－
２０２９－
２

四国中
央市土
居町北
野
（次の
図のと
おり）

土石流 大境谷
川
３０２－
２０２９－
２

四国中
央市土
居町北
野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東畑野
川
３０２－
Ｊ００１
－１

四国中
央市土
居町畑
野
（次の
図のと
おり）

土石流 東畑野
川
３０２－
Ｊ００１
－１

四国中
央市土
居町畑
野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東畑野
川
３０２－
Ｊ００１
－２

四国中
央市土
居町畑
野
（次の
図のと
おり）

土石流 東畑野
川
３０２－
Ｊ００１
－２

四国中
央市土
居町畑
野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

関ノ原
谷川
３０２－
Ｊ００２

四国中
央市土
居町上
野
（次の
図のと
おり）

土石流 関ノ原
谷川
３０２－
Ｊ００２

四国中
央市土
居町上
野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東千々
の木川
３０２－
Ｊ００３

四国中
央市土
居町天
満
（次の
図のと
おり）

土石流 東千々
の木川
３０２－
Ｊ００３

四国中
央市土
居町天
満
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

千々の
木川
３０２－
Ｊ００４

四国中
央市土
居町天
満
（次の
図のと
おり）

土石流 千々の
木川
３０２－
Ｊ００４

四国中
央市土
居町天
満
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西大谷
川
３０２－
Ｊ００５
－１

四国中
央市土
居町天
満
（次の
図のと
おり）

土石流 西大谷
川
３０２－
Ｊ００５
－１

四国中
央市土
居町天
満
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西大谷
川
３０２－
Ｊ００５
－２

四国中
央市土
居町天
満
（次の
図のと
おり）

土石流 西大谷
川
３０２－
Ｊ００５
－２

四国中
央市土
居町天
満
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西大谷
川
３０２－
Ｊ００５
－４

四国中
央市土
居町天
満
（次の
図のと
おり）

土石流 西大谷
川
３０２－
Ｊ００５
－４

四国中
央市土
居町天
満
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東大谷
川
３０２－
Ｊ００６

四国中
央市土
居町天
満
（次の
図のと
おり）

土石流 東大谷
川
３０２－
Ｊ００６

四国中
央市土
居町天
満
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南荷内
谷川
３０２－
Ｊ００８

四国中
央市土
居町天
満
（次の
図のと
おり）

土石流 南荷内
谷川
３０２－
Ｊ００８

四国中
央市土
居町天
満
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

なすび
池川
３０２－
Ｊ００９
－１

四国中
央市土
居町北
野
（次の
図のと
おり）

土石流 なすび
池川
３０２－
Ｊ００９
－１

四国中
央市土
居町北
野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

なすび
池川
３０２－
Ｊ００９
－２

四国中
央市土
居町北
野
（次の
図のと
おり）

土石流 なすび
池川
３０２－
Ｊ００９
－２

四国中
央市土
居町北
野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

なすび
池川
３０２－
Ｊ００９
－３

四国中
央市土
居町北
野
（次の
図のと
おり）

土石流 なすび
池川
３０２－
Ｊ００９
－３

四国中
央市土
居町北
野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

なすび
池川
３０２－
Ｊ００９
－４

四国中
央市土
居町北
野
（次の
図のと
おり）

土石流 なすび
池川
３０２－
Ｊ００９
－４

四国中
央市土
居町北
野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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人事委員会公告

�愛媛県告示第１６０号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、松山市長から次のとおり公共測量を実

施する旨の通知があった。

平成３１年３月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（ＭＭＳ地形測量、ＴＳ等地形測量、既

成図数値化）

２ 作業期間 平成３０年１１月１６日から

平成３１年３月２９日まで

３ 作業地域 松山市の一部

�愛媛県告示第１６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３１年３月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３１年３月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県人事委員会公告第１号
２０１９年度愛媛県警察官（大学卒）採用候補者試験公告

平成３１年３月５日

愛媛県人事委員会

愛媛県警察本部

愛媛県警察官（大学卒）採用候補者試験を次のとおり行います。

なお、この試験（男性（大学卒）の試験区分に限る。）を受けることにより、警視庁（東京都）又は兵庫県の警察官になるみちがありま

す。

１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容

試 験 区 分 採用都県 採用予定人員 職 務 内 容

愛 媛 県 ５１人程度 個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予

防及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその

他公安の維持に従事します。

男 性 大 学 卒 警 視 庁 ３人程度

兵 庫 県 ３人程度

女 性 大 学 卒 愛 媛 県 １２人程度

男性（大学卒）の試験区分を申し込む場合は、第２志望まで選択することができますが、第１志望は必ず愛媛県としてください。愛媛

県の第１次試験に合格した場合、第２志望はなかったものとみなします。

なお、申込み後の志望都県の変更はできません。

２ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
大洲市松尾７３５番６地先から

同市松尾７０７番５まで
平成３１年３月５日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜保内線
大洲市豊茂甲１２３９番４から

同市豊茂甲１２３６番地先まで
平成３１年３月５日
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� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� １９８７（昭和６２）年４月２日から２００２（平成１４）年４月１日までに生まれた者で、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短

期大学を除く。）若しくはこれと同等と愛媛県人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者又は大学等を２０２０年

３月末日までに卒業する見込みの者

ただし、警視庁を第２志望とする場合の受験資格（生年月日）は「１９８７（昭和６２）年４月２日から１９９８（平成１０）年４月１日まで」

です。これに該当しない場合は、警視庁を第２志望とすることはできません。また、大学等に相当するものについては、他の都県によ

っては愛媛県と異なる場合がありますので、志望する都県に直接問い合わせてください。

３ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験合格者に対して行います。

区分 試験・検査種目 配点 試 験 の 内 容

第
１
次
試
験

教 養 試 験 ５０点 大学卒業程度の一般的知識及び知能について、筆記試験を行います。（択一式５０題、解答時間２時間３０分）

体 力 試 験
（愛媛県のみ） ２０点

職務遂行に必要な体力について、試験を行います。

種 目
基 準

男性 女性

反復横とび ５０回以上／２０秒間 ４０回以上／２０秒間

握力 ４５�以上（左右の平均） ２５�以上（左右の平均）

上体起こし ２５回以上／３０秒間 １５回以上／３０秒間

腕立て伏せ ３０回以上 １５回以上

２０ｍシャトルラン ６５回以上 ３５回以上

※基準に達しない種目が４種目以上ある場合は、第１次試験の合計得点にかかわらず不合格となります。

スポーツ加点
（愛媛県のみ） ５点

柔道、剣道又はその他スポーツの資格等について、基準を満たしている場合は加点します。（詳細は、別表「スポーツ
加点の申請について」を参照）

項 目 基 準

柔 道 ２段以上（講道館認定の段位に限る。）

剣 道 ２段以上（全日本剣道連盟認定の段位に限る。）

スポーツ歴
全国規模で行われるスポーツ大会（中学校卒業以降の大会で地区予選を経たものに限る。）への選手
としての出場経験
※国民体育大会、全国高等学校総合体育大会等

身 体 検 査 －

職務遂行に必要な身体を有するかどうかについて、検査を行います。

項 目 基 準

視 力 裸眼又は矯正視力が両眼で０．７以上でかつ一眼でそれぞれ０．３以上であること。

聴 力 完全であること。

そ の 他 身体に障がいその他の異常がなく健康であること。

※基準に達しない項目がある場合は、第１次試験の合計得点にかかわらず不合格となります。

第
２
次
試
験

口 述 試 験 ７５点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ３０点 識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解答時間１時間）

適 性 検 査 － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

身体精密検査 －

職務遂行に必要な健康度について、所定の身体検査書の提出により検査を行います。
なお、弁色力については、次の基準で検査を行います。
○職務遂行に支障がないこと。

※検査の結果によっては、再検査を行った上で判定します。

� 第１次試験合格者は、第１次試験の合計得点の高い順に決定します。ただし、第１次試験の各試験・検査種目のうち、一定の基準に

達しない種目がある場合は、合計得点にかかわらず不合格となります。

� 最終合格者は、第２次試験の合計得点の高い順に決定します。ただし、第２次試験の各試験・検査種目のうち、一定の基準に達しな
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い種目がある場合は、合計得点にかかわらず不合格となります。

� 教養試験の例題及び前年度に出題した作文試験の課題を、愛媛県職員採用情報ホームページ（以下「ホームページ」という。）に掲

載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

� 第１次試験の１日目は、体力試験及び身体検査に適した服装で来てください。

※ 教養試験以外の試験方法や基準等は愛媛県のものです。他の都県については、それぞれの都県に直接問い合わせてください。

４ 試験日、試験会場及び合格発表

区 分 試 験 日 試験・検査種目 試 験 会 場 合格発表

第 １ 次

試 験

２０１９年５月１１日（土）

午前８時３０分から午後５時３０分まで

のうち人事委員会が指定する時間

（遅刻した場合は受験できません。）

体 力 試 験

身 体 検 査

松山工業高等学校

（松山市真砂町１番地）

５月下旬

第１次試験当日にお知らせし

ます。２０１９年５月１２日（日）

午前９時から午後０時まで
�
�
�
�

受付時間：午前８時から午前８時４５分 �
�
�
�遅刻した場合は受験できません。

教 養 試 験

第 ２ 次

試 験

６月上旬～中旬に松山市内で実施予定です。

詳細は、第１次試験合格者に通知します。
７月上旬

体力試験及び身体検査の受付時間は、受験票に記載します。（「６ 受験票の交付」参照）

愛媛県の合格発表は、合格者の受験番号を愛媛県庁前掲示板に掲示するほか、ホームページにも掲載します。

※ 愛媛県以外の都県については、それぞれの都県に直接問い合わせてください。

５ 受験申込み

� 受験の申込みは、ホームページから「愛媛県採用試験受験申込システム」（以下「システム」という。）にアクセスし、画面の指示

に従って全ての必要項目を入力の上、受付期間中に送信してください。

なお、受付期間は次のとおりです。

平成３１年４月２日（火）午前８時３０分から４月１９日（金）午後５時１５分まで

※ 原則、郵送や持参による申込みは受け付けできませんが、インターネットにより申し込むことができない特段の事情がある場合

は、４月１２日（金）までに愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

	 申込みは「事前登録」と「本申込み」の２段階方式となっています。まず、事前登録を行いＩＤ番号とパスワードを取得した後、受

付期間中にシステムのマイページにログインして本申込みを行ってください。（ＩＤ番号とパスワードは受験票の印刷等、以後の手続

きに必要ですので、必ず控えておいてください。）


 本申込みの受付が完了したら、登録されたメールアドレス宛に「申込み完了のお知らせ」の電子メールを自動送信します。この電子

メールが届かない場合は、必ず受付期間中に愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 申込方法等に関する問い合わせは、受付期間中の午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日

を除く。）受け付けます。（必ず電話で愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。）

� 受付期間内に申込みが完了しなかった場合は、受験できません。（受付期間中は、２４時間申込みを受け付けますが、保守点検作業等

のためシステムを停止する場合があるほか、受付期間終了の直前は、システムが混み合うおそれがあるので、余裕を持って申込みを行

ってください。）

なお、使用される機器や通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。

６ 受験票の交付

� 受験申込受付締切後に登録されたメールアドレス宛に「受験票交付のお知らせ」の電子メールを送信します。４月２６日（金）までに

電子メールが届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

	 「受験票交付のお知らせ」の電子メールが届いたら、システムのマイページにログインし、受験票をダウンロードして印刷してくだ

さい。


 印刷した受験票は、体力試験及び身体検査の受付時間など記載されている事項を確認し、確認した年月日を記入の上、申込者本人が

署名して第１次試験受験の際に必ず持参してください。

７ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県警察官採用候補者として、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿（以下「名簿」という。）に記

載されます。

この名簿は、原則として、２０２０年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、この名簿に記載された日（合格通知書に記載）

から１年間です。

なお、２０１９年９月末日までに大学等を卒業した者又は卒業する見込みの者については、欠員の状況に応じて、本人の意向を確認した
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上で、２０１９年１０月１日に採用される場合があります。

� 採用は、名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがって、名簿に記載された者が全

て採用されるとは限りません。

また、名簿に記載されても、２０２０年３月末日までに大学等を卒業できなかった場合は、採用されません。

� 採用者は、愛媛県巡査に任命されます。任命後は、愛媛県警察学校に入校し、６か月間初任教養を受けた後、県内各警察署に配置さ

れます。

� 警察官は、誰でも実力次第で昇任することができ、管区警察学校又は警察大学校に入校して、幹部としての教養を受ける機会が与え

られます。

※ 愛媛県以外の都県については、それぞれの都県に直接問い合わせてください。

８ 給与等

� 初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、公安職給料表１級２３号給（現行給

料月額２１１，４５２円）が支給され、このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、期末手

当、勤勉手当等が支給されます。

� 勤務に必要な被服等が支給されます。

※ 愛媛県以外の都県については、それぞれの都県に直接問い合わせてください。

９ 試験結果の開示

この試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、口頭により開示を

請求することができます。開示を請求する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる顔写真付きの書類（学生証、運転免許証

等）を持参の上、午前８時３０分（合格発表当日は、合格発表後）から午後５時１５分までの間に、愛媛県人事委員会事務局へ直接お越しく

ださい。（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日は受付できません。）

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

開示請求できる人 開 示 内 容 開 示 期 間 開 示 場 所

第 １ 次 試 験

不 合 格 者

第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位（ただし、一定の基準

に達しない試験種目又は検査種目がある場合は、順位に代えて当該試験

種目名又は検査種目名）

第 １ 次 試 験

合 格 発 表 の 日

か ら １ 月 間

愛媛県人事委員会事務局

第 ２ 次 試 験

受 験 者

第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位並びに第２次試験の試

験種目別得点、合計得点及び順位（ただし、一定の基準に達しない試験

種目又は検査種目がある場合は、順位に代えて当該試験種目名又は検査

種目名）

第 ２ 次 試 験

合 格 発 表 の 日

か ら １ 月 間

※ 愛媛県以外の都県の試験結果の開示については、それぞれの都県に直接問い合わせてください。

１０ 問い合わせ先等

スポーツ加点申請書

提 出 先

問 い 合 わ せ 先

愛媛県人事委員会事務局 採用給与課 任用試験係

〒７９０－８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２

電話 ０８９－９１２－２８２６ ホームページ https://www.pref.ehime.jp/employment/

問 い 合 わ せ 先

愛媛県警察本部 警務課

〒７９０－８５７３ 松山市南堀端町２番地２

電話 ０８９－９３４－０１１０ 内線２６２１・２６２３・２６２６・２６２７ フリーダイヤル ０１２０－２０４－７２４

愛 媛 県 以 外 の
都 県 に 関 す る
問 い 合 わ せ 先

警視庁採用センター 電話 ０１２０－３１４－３７２

兵庫県警察官採用センター 電話 ０１２０－１４５－３１４

別表 スポーツ加点の申請について

項 目 証 明 書 類 申 請 方 法

柔 道 ○講道館が認定した段位を証明する書類の写し
受験申込時にスポーツ加点を申請する旨を入力した上で、「スポーツ加点申請書」

及び「証明書類」を、簡易書留郵便による郵送又は持参により愛媛県人事委員会事務

局へ提出してください。（提出期限：平成３１年４月１９日（金）午後５時１５分（必着））

スポーツ歴の全国大会参加の証明書類として、「出身校による全国大会参加証明書

（原本）」以外の書類を提出された場合は、原本確認又は追加書類の提出を求める場

合があります。（この場合、第１次試験（１日目）当日の受付終了時までに証明書類

の原本又は追加書類を提出してください。）

なお、次のいずれかに該当する場合は、加点しません。

� 記入漏れや不備等がある場合

� 加点基準を満たさない場合（基準を満たす事実が確認できない場合を含む。）

� 受験申込時に、スポーツ加点を申請する旨の入力がない場合（申込み完了後の

剣 道
○全日本剣道連盟が認定した段位を証明する書

類の写し

スポーツ歴

○出身校による全国大会参加証明書（原本）

又は

○次の�、�の両方が証明できる書類の写し
� 地区予選を経た全国大会であること

� 全国大会に選手として出場したこと

※ �は氏名、大会名及び開催年月が明記さ

愛 媛 県 報平成３１年３月５日 第３０５７号

１２９



選挙管理委員会告示
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�愛媛県選挙管理委員会告示第２０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成３１年３月５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１６８，９３９

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，３７９

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４６，１１８

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

れたものであること

※ 「選手として」とは、選手登録されたこ

とを要件とする。（監督、コーチ、マネー

ジャー等は除く。）

申込内容の変更はできませんので注意してください。）

� 期限までに「スポーツ加点申請書」及び「証明書類」の提出がない場合（申請

書と証明書類両方の提出が必要です。また、証明書類の原本確認又は追加書類の

提出に応じられない場合も加点しません。）

※ スポーツ加点申請書の様式は、ホームページからダウンロードしてください。

�愛媛県選挙管理委員会告示第２１号
愛媛県選挙公営実施規程（昭和４４年１１月１日愛媛県選挙管理委員会告示）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成３１年３月５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別記第５号様式を次のように改める。

南 宇 和 郡 １９，１１９ ６，３７３

松山市・上浮穴郡 ４３７，５０１ １３９，５８４

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４１，０５３ ４７，０１８

宇和島市・北宇和郡 ７８，２３１ ２６，０７７

八幡浜市・西宇和郡 ３８，０８９ １２，６９７

新 居 浜 市 １００，４６６ ３３，４８９

西 条 市 ９１，８９６ ３０，６３２

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５１，６５５ １７，２１９

伊 予 市 ３１，５５０ １０，５１７

四 国 中 央 市 ７４，２４７ ２４，７４９

西 予 市 ３３，０９５ １１，０３２

東 温 市 ２８，１９９ ９，４００

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４３，８３８ １４，６１３

改 正 後 改 正 前

第８条 省略

２・３ 省略

４ 証紙交付票１枚につき、交付した証紙がそれぞれ前２項の枚数

に達しないときは、県委員会は証紙交付票の裏面に交付した証紙

の枚数を記入し、かつ、証紙を交付した取扱者の印を押して提出

者に返すものとする。

第１１条 省略

２ 省略

３ 証紙交付票１枚につき、交付した 証紙が前項の枚数に達しな

いときは、県委員会は証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を

記入し、かつ、証紙を交付した取扱者の印を押して提出者に返す

ものとする。

第８条 省略

２・３ 省略

４ 証紙交付票１枚につき、交付した証紙がそれぞれ前２項の枚数

に達しないときは、県委員会は証紙交付票の裏面に交付した証紙

の枚数を記入し、かつ、県委員会の印 を押して提出

者に返すものとする。

第１１条 省略

２ 省略

３ 証紙交付票１枚につき、交付をした証紙が前項の枚数に達しな

いときは、県委員会は証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を

記入し、かつ、県委員会の印 を押して提出者に返す

ものとする。

愛 媛 県 報平成３１年３月５日 第３０５７号

１３０



第５号様式（選挙運動用ビラ証紙交付票）（第７条・第８条関係）

その１

愛
媛

県
報

平
成
３１
年
３
月
５
日

第
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号

１３１



その２

愛
媛

県
報

平
成
３１
年
３
月
５
日

第
３０５７

号

１３２



別記第５号様式の２を次のように改める。

愛 媛 県 報平成３１年３月５日 第３０５７号

１３３



第５号様式の２（選挙運動用ポスター証紙交付票）（第１０条・第１１条関係）
愛

媛
県

報
平
成
３１
年
３
月
５
日

第
３０５７

号

１３４



�愛媛県選挙管理委員会告示第２２号
政治活動に関する規程（昭和４６年３月１８日愛媛県選挙管理委員会告示）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成３１年３月５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別記第４号様式を次のように改める。

改 正 後 改 正 前

第５条 省略

２ 省略

３ 証紙交付票１枚につき、交付した 証紙がそれぞれ前項の枚数

に達しないときは、県委員会は証紙交付票の裏面に交付した証紙

の枚数を記入し、かつ、証紙を交付した取扱者の印を押して提出

者に返すものとする。

４ 省略

第５条 省略

２ 省略

３ 証紙交付票１枚につき、交付をした証紙がそれぞれ前項の枚数

に達しないときは、県委員会は証紙交付票の裏面に交付した証紙

の枚数を記入し、かつ、県委員会の印 を押して提出

者に返すものとする。

４ 省略

愛 媛 県 報平成３１年３月５日 第３０５７号

１３５



第４号様式（第４条関係）

その１

愛 媛 県 報平成３１年３月５日 第３０５７号

１３６



その２

平成３１年３月５日 発行

愛 媛 県 報平成３１年３月５日 第３０５７号

１３７


